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様 式第 4号 (第 3条 関係 )

近畿環境保 全株 式会社

代表取締 役 .西村  忠浩 様

一 般廃 棄 物 処 理 業 (収 集 運 搬 )許 可証

湖 環 政 第    214   号

令 和 5年 (2023年 )6月 16日

湖 南 市長  生  田 邦

賀県
粛市
たEP

令和 5年 6月 12日 付けで申請のあつた一般廃棄物処理業 (収 集運搬)許 可 申請については、

廃棄物の処理及び清掃に関す る法律第 7条 第 1頂 の規定により、次の条件 を付けて許可 しま

す「 。

許 可 番 号 第  2306214 号

許 可 年 月 日 令 和 5年 6月 16日

氏  名
法 人 に あ つ て は 、名

称 及 び 代 表 者 氏名

近 畿環境 保 全株 式 会社

代 表 取締 役  西村  忠浩

事務 所 及 び 事 業 所 の所 在 地 滋賀 県草津 市 青 地 町 宇 六反 田 196番 地

許 可   期   間 令和 5年 7月 1日 ～令和 7年 6月 30日

取 扱 廃 棄 物 一 般 廃 棄 物

許 可 車 両 及 び 器 材 申請 書 の とお り

営 業 の 区 域 湖南市全域

許 可条 件

1 この許 可 証 は、他 人 に貸 与 し、又 は譲 渡 して は な らない。

2 市 及 び 甲賀 広域 行 政 組 合 衛 生 セ ン ター (以 下 「セ ンター 」 とい う。 )へ の搬 入

及 び 作 業 方 法 、検査 につ い て は 、係 員 の指 示 に従 つて くだ さい。

3 許 可 期 限 が切 れ た とき、又 は業務 を廃 止 し、若 し くは休 止 した ときは、直 ちに 返

還 して くだ さいと

4 氏名 又 は名 称 、役 員 及 び 従 業 員 、事務所 及 び 事 業 場 の所 在 地 、車 両 、器 材 等 の内

容 に変 更 が あ つた ときは 、速 や か に届 け出 て くだ さい。

5 車 両 に は事 業所名 を表 示 して くだ さい。

6 処 分 地

(1)可燃 ごみ は、 セ ン ター で処 分 して くだ さい。

121 そ の他 の事 業 系 一般 廃 棄 物

法 令 等 に よ り許 可 され た処 分 地 (処 分 地 を市へ報 告 して くだ さい。 )



7 収集 方 法

伍)事 業所 ご とに収集 計 画 を市へ 提 出 し、承認 を得 て くだ さい。

2)委 託収集 ごみ と許
｀
可収集 ごみ とは混載せず 区別 して くだ さい。

8 事業所 との ごみ収集委託契約書 (契 約期 間は許 可期 間で あること。 )を 一部

市へ晃 出 し、市の承認 を得 て くだ さい。
9 「湖南市廃棄物 の処理及び清掃 に関す る条例施行規則」第 9条 第 2項 に基づ

き、 「一般廃棄物処理業務 (収 集運 !角又れ)実績報告」 (様 式第 16号 )を 毎月の 10

日までに提 出 して くだ さい。
10 事業者 と十分意思の疎通 を図 り、紛争等が生 じない よ う努 め、誠実 に業務 を

遂行 して くだ さい。

H セ ンターヘ の搬入方法 について

位)搬 入方法

セ ンターヘ の搬入 は、セ ンター指定の搬入伝票 をその都度提 出 して くだ

さい。

121 セ ンターヘの搬八 日と搬入時間

土曜 日 。 日曜 日と市が指示 した 日を除 く日の午前 8時 30分 か ら正午及

び午後 1時 か ら午後 4時 30分 まで とします。

俗)計 量

セ ンター搬入時に計量器 に よ り、計量 します。

惚)搬 入 で きない事業系一般廃棄物 (可 燃 ごみ)は 、次の とお りとします。

①  粗大 ごみ (一 辺 5 0cm以 内にす る。 )

②  再資源化 の容易 な もの

③  動物 の死体 (ペ ッ ト類 、家畜、実験動物 )

④  農業ハ ウス ビニール 、古 タイヤ、スプ リング入 リマ ッ トレス、塩 ビ

トイ、塩 ビ トタン、廃木材 、大量の枯れ草木、牛枝 草等

⑤  事業系 ごみの内、製造工程 か ら発生す るもの。

⑥  特別管理一般廃棄物 (感 染性一般廃棄物 )

⑦  不燃 物 (空 き缶 、 ビン、金属類 )

③  異常に水分の多 い もの。

③  家庭系 ごみに類似 しない廃 プ ラスチ ック。

①  その他、セ ンター において処理 困難物 (液 、粉、長尺状等 )と 認 め、

職員 が指示 した もの。

脩)搬 入量
セ ンターの事情 によ り、搬入量 の制 限をす ることが あ ります。

俗)手 数料

処分手数料 の支払い については、セ ンター職員 の指示 に従 つて くだ さい。

12 労働 安全衛 生

収集 ・運搬 に従事す る従業員 の労働安全対策 は万全 を期 して くだ さい。また、

労働安全姑策 に対す る研修や 点検 を積極 的に行 つて くだ さい。

13 市 の処理基本計画 に変更が生 じた ときは許可 を取 り消す場合 が あ ります。 ま

た、 この許 可 に関 し制度改正 がな された ときは これ に従 つて くだ さい。

14 廃棄物 の処理及 び清掃 に関す る法律 、上記事項及 び市長 の指示 に違反 した と

きは、許可 を取 り消す ことがあ ります。           、


